
 

令和７年度平塚市不動産公売（期間入札）のしおり 

 

第１章 手続きの概要 

  この手続きは、差押財産を公売するにあたり、本市において入札期間を定め、 

その期間内に郵送による方法で入札を受け付け、開札日に開札を行い、最高価申 

込者を決定の上、売却するものです。 

 

＜公売手続の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 ※売却決定の日までに、最高価申込者が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明

らかにならない場合には、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限が変更されます。 

 

第２章 公売公告から入札までの手順 

 １ 公売公告  

   公売公告には、売却区分番号、公売財産の種類、公売財産の見積価額及び

公売保証金額、入札期間、開札の日時・場所等が記載されており、本市の掲

示板に掲示されます。 

 買受けを希望する財産について、公簿や現況確認等により、必要な情報の

収集を行ってください。 

 

２ 公売参加資格 

（１）原則として、どなたでも公売に参加することができます。 

    ただし、以下の方は公売に参加することができません。 

滞納者及び公売会場への入場、入札等を制限されている者（国税徴収法

第 92 条及び第 108 条に該当する者）並びに同法 99 条の２各号に該当す
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る者（暴力団員等）は公売に参加することはできません。 

  ※入札者の方には「暴力団員等でない旨の陳述書」を提出いただきま

す。陳述書の提出がない場合は入札が無効になります。 

（２）代理人が入札する場合には、本人の「委任状」を提出してください。 

（３）共同で入札する場合には、共同入札代表者を定め、「共同入札代表者の 

届出書」及び共同入札者全員分の「委任状」を提出してください。 

また、その場合の入札は「共同入札用」の入札書を使用してくださ 

い。 

（４）入札する公売財産が「農地等」の場合には、「買受適格証明書」を提出し

てください。 

 

 ３ 公売手続きについて 

（１）公売参加申込メールの送付 

    本市ホームページの公売のしおりに掲載のメールアドレス宛に公売参

加申込メールを送信してください。 

    なお、電子メールによりがたい場合は、電話連絡にて受け付けます。 

    申し込み後、本市からメールにて公売保証金振込口座等についてご案内

いたします。 

（２）入札書等必要書類の準備 

    入札書その他必要書類は市のホームページからダウンロードしてくだ

さい。ダウンロードできない場合等は公売担当に電話連絡のうえ、必要書

類を請求してください。 

 （３）公売保証金の納付 

    納付方法は口座振込のみとなります。 

（ア）公売参加申し込みの確認ができ次第、振込指定口座をメールにて連

絡します。 

（イ）公売保証金の振込みは、公売の入札者でなければできません。 

公売保証金の振込みと公売の入札者が異なる場合は、入札は無効とな      

ります。 

（ウ）振込み時には振込名義人の前に売却区分番号を入力し、振込後振込

した日時場所について担当あてに電話連絡ください。 

（例）「１ ヒラツカタロウ」  

（エ）指定口座への振込みは、必ず「電信」又は「至急扱い」にしてく   

ださい。 

（オ）複数の公売財産に入札される場合には、売却区分番号ごとに公売保     

証金をお振込みください。 

（カ）振込手数料は、入札参加者の負担となります。 

（キ）公売保証金は入札期間内に指定口座への着金が完了している必要が



 

あります。期間内における公売保証金の着金が確認できない場合には、

入札は無効となります。 

（ク）公売保証金の振込み後は、その取消し又は変更はできません。 

（ケ）振込みを依頼した金融機関から交付を受けた「金融機関の証明書（振

込金受取書）」の写しを「公売保証金振込通知書兼充当申出書」に貼り

付けて、提出してください。 

なお、インターネットによる振込みのため、「金融機関の証明書（振

込金受取書）」がない場合には、振込日時、振込依頼人、振込先口座、

振込金額等がわかる画面等を出力の上、貼付してください。 

（４）「公売保証金振込通知書兼充当申出書」の作成 

   必要事項を記入してください。 

（５）陳述書の作成 

入札にあたって、買受申込者は「陳述書」を提出する必要があります。 

（ア）「入札者」の区分に応じた「陳述書」を提出してください。 

なお、「陳述書」の提出は売却区分ごととなりますので、複数の売却

区分に入札する場合は、売却区分ごとに「陳述書」が必要となります。 

（イ）「陳述書」には、個人にあっては住民登録上の住所及び氏名を、法

人にあっては、商業登記上の本店所在地及び商号を記載してください。 

（ウ）法人の場合は次の書類が必要になります。 

①「陳述書（法人用）」（必須） 

②「入札者（買受申込者）である法人の役員に関する事項」（必須） 

③「役員の本人確認書類（免許証等の写し）」 

上記③は下記（エ）の書類が添付されている場合は不要です。 

（エ）次に掲げる指定許認可等を受けている事業者が入札される場合には、   

「陳述書」に指定許認可等を受けていることを証する書類の写しを添  

付してください（有効期限が令和８年３月３１日以降のもの）。 

① 宅地建物取引業の免許を受けて事業を行っている者 
⇒宅地建物取引業の免許証等の写し 

② 債権管理回収業の許可を受けて事業を行っている者 
⇒債権回収業の許可証等の写し 

（オ）共同して入札する場合、入札者ごとに「陳述書」を提出してくださ 

い。 

(カ）自己の計算において入札等をさせようとする者がいる場合は、「自己 

の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」を提出して 

ください。 

また、自己の計算において入札等をさせようとする者が法人の場合

は、「自己の計算において入札等をさせようとする者（法人）の役員に

関する事項」及び「法人の全部事項証明書等の写し」、「役員の本人確認



 

書類（免許証等の写し）」を提出してください。 

なお、自己の計算において入札等をさせようとするものが宅地建物

取引業又は債権管理回収業の場合には、上記（エ）と同様に、指定許認

可等を受けていることを証する書類の写しを添付してください（有効

期限が令和８年３月３１日以降のもの）。 

この場合、代表者以外の役員の本人確認書類（免許証等の写し）は

提出不要です。 

（キ）虚偽の陳述をした場合は、６月以下の拘禁刑又は５０万円以下の 

 罰金に処せられます。 

「陳述書（別紙を含む。）」の提出がない場合や記載に不備がある場 

合は、入札等が無効となりますので、正確に記載の上、提出してくだ 

さい。提出した「陳述書」に不備がある場合は、入札期間内に再提出 

が必要となります。再提出が必要な方には、公売担当からご連絡しま 

す。 

  再提出が必要となった「陳述書」が入札期間内に届かない場合も、 

入札等が無効となります。 

 

４ 入札 

 （１）入札必要書類の提出（別紙１「入札書等の必要書類一覧」参照） 

  ア 入札書の記載  

（ア）入札書には、住民登録上の住所（法人の場合は商業登記上の本店所

在地）、氏名（法人の場合は商号）を記載してください。 

（イ）一度提出した入札書は、入札期間内であっても引換え、変更又は取

消しをすることはできません。 

（ウ）入札書は同じ売却区分番号の物件に２枚以上入札することはできま

せん。２枚以上入札された場合、すべて無効となります。 

（エ）入札書を書き損じたときは訂正しないで、新たな入札書を使用して

ください。様式はホームページからダウンロードしてプリントアウト

したものを使用してください。 

（オ）共同で入札する場合は、共同入札用の入札書を使用してください。

共同入札用の入札書は両面印刷となっておりますので、表面と裏面の

両方に漏れなく必要事項を記入してください。 

イ 「入札書提出用封筒（内封筒）」に入札書を封入 

（ア）「入札書提出用封筒（内封筒）」に入札書だけを入れ、封をしてくだ

さい。入札書以外の書類を封入した場合には、入札が無効となります。 

（イ）「入札書提出用封筒（内封筒）」に封入する入札書は 1 枚に限ります。

複数の売却区分について入札される場合は、売却区分ごとに入札書提

出用封筒（内封筒）が必要となります。 



 

   ウ 入札書以外の書類について 

    ●必ず準備する書類 

    （ア）「公売保証金振込通知書兼充当申出書」 

    （イ）「陳述書」 

      ※指定許認可等を受けている場合は免許証等の写しを添付してく

ださい。 

（ウ）本人確認書類（別紙２「入札形態ごとの本人確認書類一覧」を参照） 

   ●必要に応じて提出する書類 

 (エ)「返信用封筒」（入札書提出用封筒受領証返信用） 

（氏名（名称）及び送付先を記載の上、110 円切手を貼付） 

（オ）「委任状」（代理人が入札する場合） 

（カ）「買受適格証明書」（入札する公売財産が「農地等」の場合） 

（キ）「共同入札代表者の届出書」（共同で入札する場合） 

（ク）郵送用封筒（外封筒） 

入札書等及び上記（ア）～（キ）を封入するのに使用します。 

（２）「郵送用封筒（外封筒）」の提出【入札期間内必着】 

   入札期間：令和８年２月２日（月）～令和８年２月９日（月）午後５    

時１５分まで 

   郵送（書留・簡易書留）により提出先に郵送してください。書留、簡易書

留については郵便窓口での取扱となります。なお、期限を過ぎて到着した入

札書は無効となります。 

直接持参される場合は、事前に納税課に電話連絡のうえ、納税課の窓口ま

で持参ください。なお、納税課窓口に直接持参される場合の受付時間は平日

の午前９時から午後４時までです。 

（３）入札期間の終了後、入札書提出用封筒受領証」及び「保証金領収書」を

郵送します。 

 

 

第３章 開札期日から権利移転までの手順 

 １ 開札の日時及び開札の方法【令和８年２月１２日（木）午前１０時３０分】 

本市において開札します。開札の立会いを希望する場合は、令和８年２月

９日（月）午後５時までに納税課にご連絡ください。 

   入札者又はその代理人が開札の場所にいないときは、公売を担当していな

い職員が立ち会って開札します。 

  

２ 最高価申込者及び次順位買受申込者の決定 

（１）最高価申込者 

    最高価申込者の決定は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額が見



 

積価額以上で、かつ、最高価額の入札者に対して行います。 

 なお、最高価額の入札者が２人以上いる場合は、その同価額の入札者で 

追加入札を行います。追加入札の価額が同じときは、くじにより最高価申

込者を決定します。追加入札の日程は別紙３「公売の日程等」をご確認く

ださい。 

 （２）次順位買受申込者 

次順位買受申込者とは、入札形式で行う公売において、落札者（最高価

申込者）が買受代金を納付しなかった場合などに、公売物件を買受けるこ

とができる入札者のことです。 
    最高価申込者の決定後、直ちに売却区分ごとに、以下の条件のすべてを

満たす入札者を次順位申込者として決定します。 

   ア 最高入札価額に次ぐ高い価額で入札していること 

   イ 入札価額が、見積価額以上で、かつ、最高入札価額から公売保証金の

額を差し引いた金額以上であること 

    （例）見積価額 1,000 万円 最高入札価額 1,500 万円 

       公売保証金 100 万円 

       1,500 万円＞次順位買受申込者≧（1,500 万円―100 万円） 

   ウ 入札書にて次順位買受申込みを行っていること 

     （入札書のチェック欄に「〇」印の記載があった入札者のみ該当） 

     なお、次順位買受申込者が２人以上いる場合は、くじで次順位買受申

込者を決定します。くじをする場合、入札者又はその代理人が開札の場

所にいない又はくじを行わない者があるときは、公売事務を担当してい

ない職員がその者に代わってくじを行います。 

   ※ 次順位買受申込者の公売保証金は、最高価申込者に売却決定を行っ 

た後（３月５日以降）、「公売保証金振込通知書充当申出書」に記載さ 

れた口座へ振込みにより返還する手続きをとります（返還に１週間から 

３週間程度要します）。「次順位買受申込者」へのお申込みは、公売保証 

金の返還に時間がかかることを御了承いただいた上で、お申し込みくだ 

さい。 

 （３）最高価申込者及び次順位買受申込者の発表 

    担当から電話連絡を当日の午後４時までに入れさせていただきます。 

なお、お電話が繋がらない場合は、留守番電話に折り返しお電話をいた

だくメッセージを入れる場合があります。 

また、最高価申込者決定のお知らせを後日郵送しますので、そちらに記

載の買受代金納付日までに代金のご用意をお願いします。 

なお、最高価申込者及び次順位買受申込者以外の方には電話連絡はいた

しません。 

  

 ３ 追加入札 



 

   追加入札は、期間入札の方法で行います。追加入札の価額は当初の入札価

額以上であることが必要です。当初の入札価額に満たない価額で追加入札を

したとき又は追加入札すべきものが入札をしなかったときは、国税徴収法第

108 条（公売実施の適正化のための措置）により公売保証金を没収し、今後

２年間は公売会場への入場及び入札等を制限することがあります。 

  

 ４ 公売保証金の返還 

   最高価申込者及び次順買受申込者とならなかった入札者が納付した公売

保証金は、公売終了後「公売保証金振込通知書兼充当申出書」に記載された

口座への振込みによって返還します。 

   また、次順位買受申込者が納付した公売保証金は、最高価申込者による買

受代金の納付後に返還します。 

   公売保証金の返還には、公売終了後（次順位買受申込者が提供した公売保

証金については、最高価申込者が買受代金を納付した後）から３週間程度要

する場合がありますので、あらかじめご承知おきください。 

 

 ５ 売却決定 

   売却決定は、令和８年２月２５日（水）午前 10 時に、最高価申込者に対

して行います。最高価申込者又はその代理人が売却決定をする場所に居合わ

せない場合においても売却決定を行います。 

ただし、売却決定の日までに、最高価申込者が暴力団員等に該当しないこ

との調査の結果が明らかにならない場合には、売却決定の日時及び買受代金

の納付の期限が変更されます。 

   また、売却決定通知書は、買受代金の納付後に交付します。 

   なお、最高価申込者の決定若しくは最高価申込者に対する売却決定が取り

消されたとき又は最高価申込者が国税徴収法 114 条（買受申込み等の取消し）

により入札又は買受けの取消しをしたときは、次順位買受申込者に対して売

却決定を行います。 

 

 ６ 買受代金の納付 

   売却決定を受けた方（買受人）は、買受代金納付期限までに、次に掲げる

いずれかの方法により買受代金（入札価額から公売保証金を差し引いた金額）

の全額を納付してください。 

複数の公売財産の買受代金を納付する場合は、売却区分番号ごとに買受代金

を納付してください。 

（１）本市から送付する納付書にて金融機関で納付し、領収書（原本）を本市 

に送付または持参する。 

（２）本市の指定口座へ振込により納付する。   



 

※振込手数料は振込人（買受人）の負担になります。 

 

 ７ 権利移転及び危険負担の移転の時期 

 （１）原則として、買受人が買受代金の全額を納付したときに、公売財産を取

得します。ただし、次に掲げる公売財産については、それぞれの要件を満

たさなければ、権利移転の効力は生じません。 

ア 農地等については、農業委員会等の許可又は届出の受理 

イ その他法令の規定により許可又は登録を有する者は、関係機関の許可 

又は登録 

 （２）危険負担の移転の時期は、原則として、買受人が買受代金の全額を納付

したときです。したがって、買受代金納付後に公売財産上に生じた危険（損

傷、盗難、焼失等）による損害は買受人が負担することになります。 

    なお、農地等の危険負担の移転の時期は、農業委員会又は都道府県知事

の許可若しくは届出の受理があったときです。 

 

 ８ 権利移転手続き 

（１）所有権移転の登録手続きは買受人の請求に基づいて本市が行います。     

「所有権移転登記の請求書」に必要書類を添付して、請求してください。

この場合、登記に必要な費用は買受人の負担となります。 

（２）権利移転に必要な書類及び費用は次のとおりです。 

   ア 売却決定通知書 

   イ 買受人が個人の場合⇒住民票抄本（個人番号の記載がないもの） 

 買受人が法人の場合⇒商業登記簿抄本 

※本人確認書類として提出の場合は不要 

   ウ 登録免許税相当の印紙又は領収証書 

    【固定資産評価額×20/1,000 相当額】 

   エ 市町村が発行する固定資産評価証明書 

   オ 登記関係書類の郵送料（配達証明相当分の切手） 

   カ 公売財産が「農地等」の場合には、農業委員会又は都道府県知事の発

行する農地法許可書若しくは受理通知書 

   ※詳細については、納税課から落札後に説明があります。 

（３）本市は、不動産の直接の引渡しは行いません。したがって、公売財産内

に居住者が存在する場合の明渡請求や公売財産内に動産類が存在する場

合の取扱いなどについては、すべて買受人の責任において行うことにな

ります。 

 

９  適格請求書の（インボイス）の交付について 

公売財産が適格請求書（インボイス）発行事業者の所有する消費税課税資産



 

の場合、買受人から本市に交付請求があったときは、本市から適格請求書（イン

ボイス）を交付することができます。適格請求書（インボイス）が必要な場合は

お問合せください。 

 

第４章 その他 

 １ 公売中止 

買受代金の納付の前に、公売の原因となった税金の完納が証明された場合 

や、災害発生、感染症の流行などやむを得ない理由が生じたときは、公売が

中止となります。 

   公売中止については、公売情報または納税課の公売担当に直接ご確認くだ

さい。 

  

２ 最高価申込者決定等の取消し 

次に該当する場合は、直ちに最高価申込者決定等を取り消します。 

（１）売却決定前に公売財産に係る滞納税等の完納の事実が証明されたとき 

（２）最高価申込者等が国税徴収法第 99 条の 2 各号に規定する暴力団員に該 

当するとき 

（３）最高価申込者等が国税徴収法第 108 条第 1 項の規定に該当するとき 

 

 ３ 売却決定の取消し 

   次に該当する場合には、直ちに売却決定を取り消します。 

（１）売却決定後、買受代金の全額が納付される前に、公売財産に係る滞納税

等の完納の事実が証明されたとき 

 （２）買受人が買受代金の納付の期限までに、買受代金を納付しないとき 

（３）買受人が国税徴収法第 114 条（買受申込み等の取消し）の規定により、

買受けを取り消したとき 

（４）国税徴収法第 108 条第２項（公売実施の適正化のための措置）の規定に

より、最高価申込者等の決定を取り消したとき 

  

 ４ 入札等又は買受けの取消し 

最高価申込者等の決定又は売却決定をした場合において、国税通則法第

105 条第１項ただし書（不服申立があった場合の処分の制限）その他の法律

の規定に基づき、入札後の手続きが停止（滞納処分の続行の停止）される場

合があります。 

この場合、手続きが停止している間は、その最高価申込者等又は買受人は、

その入札等又は買受けを取り消すことができます。 

 

５ 契約不適合責任 



 

本市は公売財産の種類又は品質に関する不適合についての担保責任を負

いません。 

  

 ６ 公売保証金の没収 

買受代金の全額をその納付期限までに納付しないことにより売却決定を

取り消したときは、買受人の提供した公売保証金は没収し、その公売に係る

滞納税等に充て、なお残余があるときは、これを滞納者に交付します。 


